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（訂正）「業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について 

 
当社が、2026年１月28日に公表しました「業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知ら

せ」の記載内容に、一部訂正すべき事項がありましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

I. 訂正の理由 

「業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」提出後に、記載内容の一部に誤り

があることが判明しましたので、訂正いたします。 

 

II. 訂正の内容 

訂正前 訂正後 

１ 譲渡制限期間 

処分期日から2029年９月末までの間（以下「本譲

渡制限期間」という。）とし、本割当株式について

譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができ

ない。 

１ 譲渡制限期間 

処分期日から、本割当株式の交付日の属する事業

年度に係る有価証券報告書もしくは半期報告書が提

出された日を超える期間で「2 譲渡制限の解除」に

定める譲渡制限の解除日までの間（以下「本譲渡制

限期間」という。）とし、本割当株式について譲

渡、担保権の設定その他の処分をすることができな

い。 

2 譲渡制限の解除 

以下の（１）及び（２）に記載の条件を全て

満たした場合、本譲渡制限期間が満了した時点

をもって、当該時点において業績連動株式対象

者が保有する本割当株式の全てについて、譲渡

制限を解除する。 

（１）本譲渡制限期間中、継続して、業績連動株式

対象者が当社の取締役、執行役、執行役員又は

使用人のいずれかの地位にあったこと、又は業

績連動株式対象者が本割当株式の交付を受ける

こととなる日の属する事業年度経過後三月を超

えた日以後本譲渡制限期間中に、当社の取締

役、執行役、執行役員又は使用人のいずれかの

地位において死亡により退任又は退職したこと 

（２）2029年９月末日までの期間において、東京証

券取引所における当社普通株式の終値の１か月

平均（当日を含む21取引日）に発行済株式総数

（自己株式を除く）を乗じた時価総額が一度で

も100億円以上となること 

 

2 譲渡制限の解除 

以下の（１）及び（２）に記載の条件を全て

満たした場合、本割当株式の交付日の属する事

業年度に係る有価証券報告書もしくは半期報告

書が提出された日、又は（２）の条件が達成さ

れた日の属する月の末日のいずれか遅い日をも

って、当該時点において業績連動株式対象者が

保有する本割当株式の全てについて、譲渡制限

を解除する。 

（１）本譲渡制限期間中、継続して、業績連動株式

対象者が当社の取締役、執行役、執行役員又は

使用人のいずれかの地位にあったこと、又は業

績連動株式対象者が本割当株式の交付を受ける

こととなる日の属する事業年度経過後三月を超

えた日以後本譲渡制限期間中に、当社の取締

役、執行役、執行役員又は使用人のいずれかの

地位において死亡により退任又は退職したこと 

（２）2029年９月末日までの期間において、東京証

券取引所における当社普通株式の終値の１か月

平均（当日を含む21取引日）に発行済株式総数

（自己株式を除く）を乗じた時価総額が一度で

も100億円以上となること 

以上 


